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衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
に
お
け
る
健
康
管
理
時
間
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す

る
答
弁
書

一
、
二
及
び
五
に
つ
い
て

労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
に
基
づ
き
業
務
上
の
災
害
と
し
て
認
定
す
る
か
否
か
に
つ

い
て
は
、
労
働
基
準
監
督
署
長
に
よ
り
、
脳
血
管
疾
患
及
び
虚
血
性
心
疾
患
等
（
負
傷
に
起
因
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
認

定
基
準
に
つ
い
て
（
平
成
十
三
年
十
二
月
十
二
日
付
け
基
発
第
一
〇
六
三
号
厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
長
通
達
）
、
心
理
的

負
荷
に
よ
る
精
神
障
害
の
認
定
基
準
に
つ
い
て
（
平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
六
日
付
け
基
発
一
二
二
六
第
一
号
厚
生
労
働

省
労
働
基
準
局
長
通
達
）
等
に
従
っ
て
、
個
別
の
事
例
に
応
じ
て
関
係
者
へ
の
聴
き
取
り
な
ど
の
調
査
を
実
施
し
労
働
時
間

数
を
把
握
し
た
上
で
、
判
断
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
い
わ
ゆ
る
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
に
お
い
て
は
、
対
象
労
働
者
が
長
時
間
労
働
に
よ
り
健
康
を
害
す
る

こ
と
が
な
い
よ
う
、
「
健
康
管
理
時
間
・
・
・
を
把
握
す
る
措
置
・
・
・
を
・
・
・
使
用
者
が
講
ず
る
こ
と
」
、
「
一
年
間

を
通
じ
百
四
日
以
上
、
か
つ
、
四
週
間
を
通
じ
四
日
以
上
の
休
日
を
・
・
・
使
用
者
が
与
え
る
こ
と
」
、
さ
ら
に
、
労
働
者

の
健
康
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
使
用
者
が
講
ず
る
こ
と
な
ど
、
労
働
者
の
健
康
を
確
保
す
る
た
め
の
様
々
な
措
置
を
講

一



ず
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
御
指
摘
の
よ
う
な
労
働
は
通
常
想
定
さ
れ
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。

な
お
、
事
業
主
が
同
法
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
て
虚
偽
の
報
告
を
し
、
若
し
く
は
虚
偽
の
記
載
を
し

た
文
書
を
提
出
し
た
場
合
、
又
は
同
法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
に
対
し
て
虚
偽
の
陳
述
を
し
た
場
合
、
同

法
第
五
十
一
条
に
よ
り
、
六
月
以
下
の
懲
役
又
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

三
に
つ
い
て

健
康
管
理
時
間
の
把
握
方
法
に
つ
い
て
は
、
今
国
会
に
提
出
し
て
い
る
働
き
方
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整

備
に
関
す
る
法
律
案
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
。
以
下
「
新
労
基
法
」
と
い
う
。
）

第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て
、
「
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
に
限
る
」
と
し
て
い
る
。
当
該
「
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
方
法
」
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
七
年
二
月
に
労
働
政
策
審
議
会
に
お
い
て
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
今
後
の

労
働
時
間
法
制
等
の
在
り
方
に
つ
い
て
（
建
議
）
に
お
い
て
、
「
労
働
基
準
法
に
基
づ
く
省
令
や
指
針
に
お
い
て
、
客
観
的

な
方
法
（
タ
イ
ム
カ
ー
ド
や
パ
ソ
コ
ン
の
起
動
時
間
等
）
に
よ
る
こ
と
を
原
則
と
し
、
事
業
場
外
で
労
働
す
る
場
合
に
限
っ

て
自
己
申
告
を
認
め
る
旨
を
規
定
す
る
こ
と
が
適
当
」
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
労
働
政
策
審
議

会
に
お
い
て
議
論
し
て
い
た
だ
き
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

二



四
に
つ
い
て

健
康
管
理
時
間
に
つ
い
て
は
、
新
労
基
法
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て
、
「
対
象
労
働
者
が
事
業
場
内
に

い
た
時
間
（
こ
の
項
の
委
員
会
が
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
労
働
時
間
以
外
の
時
間
を
除
く
こ
と
を
決
議
し
た
と
き
は
、
当

該
決
議
に
係
る
時
間
を
除
い
た
時
間
）
と
事
業
場
外
に
お
い
て
労
働
し
た
時
間
と
の
合
計
の
時
間
」
と
定
義
し
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
り
、
事
業
場
内
に
い
る
が
労
働
し
て
い
な
い
時
間
を
含
む
点
で
実
際
の
労
働
時
間
と
は
異
な
る
。

ま
た
、
同
号
に
お
い
て
は
、
「
健
康
管
理
時
間
・
・
・
を
把
握
す
る
措
置
・
・
・
を
当
該
決
議
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

使
用
者
が
講
ず
る
こ
と
」
と
し
て
い
る
が
、
使
用
者
が
い
わ
ゆ
る
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
の
対
象
労
働
者
の
実
際

の
労
働
時
間
を
把
握
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
は
定
め
て
い
な
い
。

六
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
が
適
用
さ
れ
て
い
る
労
働
者
全
体
の
平
均
の
健
康
管
理
時
間
」
を
公
表
す

る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
で
は
未
定
で
あ
る
。

ま
た
、
お
尋
ね
の
「
実
際
の
労
働
時
間
」
の
公
表
に
つ
い
て
は
、
行
う
予
定
は
な
い
。

三


